
無料市民相談

■専門相談（申込制）　※１枠30分　※相談は電話または対面
　専門相談は、広く市民の皆さんにご利用いただくためのもので、日常の問題や
手続などについて専門家が一緒に解決の糸口を探すものです。
□申込開始　６月18日㈭午前８時30分（★印は、６月４日から受付中）
□申込方法　市民相談室（田無庁舎２階）へ直接または電話
※同一案件の相談は１人１回までです。ただし、交通事故相談はおおむね３回までです。
※申込開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j市民相談室np042－460－9805

内容 相談員 日時

法律相談 弁護士

７月３日㈮・
９日㈭・10日㈮ 午前９時～正午

７月１日㈬・
７日㈫・14日㈫ 午後１時30分～４時30分

交通事故相談 弁護士
★６月23日㈫ 午前９時30分～正午

７月２日㈭ 午後１時30分～４時
税務相談 税理士 ７月８日㈬ 午前９時～正午

不動産相談 宅地建物取引士
★６月26日㈮ 午前９時～正午

７月９日㈭ 午後１時30分～４時30分

登記相談 司法書士
★６月18日㈭ 午後１時30分～４時30分
★７月１日㈬ 午前９時～正午

表示登記相談 土地家屋調査士
★６月18日㈭ 午後１時30分～４時30分
★７月１日㈬ 午前９時～正午

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 社会保険労務士 ※７月15日号でお知らせします。

行政相談 行政相談委員 ７月13日㈪ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 行政書士 ★６月24日㈬、

７月10日㈮ 午後１時30分～４時30分

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室（田無庁舎2階） 平日　午前８時30分～午後５時

福祉・健康
離乳食講習会ステップ（保育あり）

a７月24日㈮午前10時30分～11時
45分（受付：10時15分から ）　b田無
総合福祉センター　c離乳食の中期
から後期のお話、歯科のお話　d在
住の６～８カ月の子どもの保護者　
e16組（第一子優先）
i７月10日㈮までに、メールで件名

「離乳食ステップ」・希望日・住所・保
護者氏名・子どもの氏

ふ り

名
が な

・子どもの生
年月日・第○子・電話番号を下記へ▲

子ども家庭課op042－438－4037
　m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp

病気の子どもをお預かりします
【病児・病後児保育室（事前登録制）】

　病気の最中や回復期の子どもを一時
的にお預かりします（この事業は、市
が医療機関に運営を委託しています）。
❖病児保育室「ありあ」
　p042－439－5212
　b南町5－11－8　e８人
❖病児保育室「えくぼ」
　p042－438－7001
　b下保谷4－2－21　e８人
❖病後児保育室「ぱんだ」
　p042－465－0988
　b田無町4－27－3－2階　e６人

□利用時間
● ㈪～㈮…午前８時30分〜午後６時
● ㈯…午前８時30分〜午後０時30分
d保護者が在住・在勤で、６カ月～
10歳に達する日の属する年度の末日
までの子ども
g ● ４時間以内…1,500円
　 ● ４時間超…3,000円
※生活保護受給世帯や住民税非課税世
帯などは減免あり

i施設登録希望の事前電話連絡のう
え、登録申込書・収入状況報告書（利
用料金の減免申請する方のみ）・在勤証
明書（市外在住の方のみ）を記入し、住所
が確認できるもの（免許証・保険証など）
を利用したい施設へ持参
□申込書類の配布
　幼児教育・保育課（田無第二庁舎２
階）、各病児・病後児保育室、市kから▲

幼児教育・保育課n
　p042－497－4926

手当助成・補助
ベビーシッター利用支援事業（一時
預かり利用支援）がはじまります

　７月利用分からベビーシッター利用
料の一部を助成します。
□対象者
　ベビーシッターを利用した日に対象
児童と同居し、西東京市に住民登録が

ある次のいずれかに該当する方
● 日常生活上の突発的な事情や社会参

加などにより、一時的に保育を必要
とする保護者

● ベビーシッターを活用した共同保育
を必要とする保護者

□対象児童
　0～６歳に達する年度の末日（障害
児・多胎児・ひとり親家庭の場合は、
12歳に達する年度の末日まで）
□対象期間
　７月１日～令和９年３月31日の利用
分（６月30日以前の利用分は対象外）
□補助上限額
　児童１人１時間当たり2,500円（午後
10時〜翌午前７時の利用は3,500円）
□上限時間
　児童１人につき年度当たり14４時
間（障害児・多胎児・ひとり親家庭の
場合は288時間）
□対象事業者
　東京都の認定を受けたベビーシッ
ター事業者
※詳細は市kへ▲

幼児教育・保育課n
　p042－497－4926

コミュニティ
夏休み「児童館ランチタイム」
オープン！
～小学生の昼食利用ができます～

　夏休みの孤食防止と子どもたちの居

市k

場所づくりのため、保護者が就労など
の理由で昼食時間に不在となる家庭を
対象に「児童館ランチタイム」をオープ
ンします。　※現行の保護者同伴によ
るランチタイムとは別事業です。
a７月21日㈫～８月31日㈪正午～午
後１時　※㈯・㉁を除く　b児童館・
児童センター（10館で実施）　d在住
の小学生　e各児童館で異なります
i７月１日㈬から、各児童館または
市kにある「児童館ランチタイム利用
申請書」を、利用したい施設へ保護者が
直接提出　※Web申込も可
※詳細は市kへ▲

児童青少年課n
　p042－460－9843

柳泉園組合　夏休み子ども見学会
　夏休み自由研究や思い出作りに、柳
泉園組合のごみ処理施設を見学しませ
んか。
a７月24日㈮・27日㈪午前10時～
正午　d３歳以上の子どもとその保
護者　e各日50人（申込順）
i６月22日㈪から、電話またはメー
ルでjへ
j柳泉園組合総務課
　p042－470－1545
　m soumuka@ryusenen.
　or.jp▲

資源循環推進課
　p042－438－4043

市k

jのk

の「都市農地の多面的機能の紹介展示」
で掲示します。　※健康ポイントアプ
リ「あるこ」のポイントプレゼント
i10月16日㈮までに、申込フォームから▲

産業振興課np042－420－2820

「災害時協力農地」の写真募集

　農地には農産物を作るだけでなく、
環境を守る働きや防災に役立つ働きが
あり、災害時に緊急避難場所となる「災
害時協力農地」があります。市内の「災
害時協力農地」の看板の写真を送って
いただき、西東京市民まつりで展示す
るイベントを開催します。　※ヒント
となる「災害時協力農地」の地図は８面
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≪申込時の注意≫ ● メール：申込先アドレスからの返信のためドメイン設定を　 ● はがき（85円）・往復はがき（170円）：記載面誤り、返信面の宛先記入漏れにご注意を

申込フォーム

市k

もの忘れ予防検診

　市では、認知症に関する正しい知
識の普及啓発および早期発見の取組
を行っています。脳の健康状態を体
の健康と同じようにチェックしてみ
ませんか。
□期間　７月１日㈬～令和９年１月
31日㈰
d70歳以上の方（令和９年３月31
日時点）で、令和８年４月１日現在、
在住の方
※４月２日以降に転入され、受診を
希望する方はご連絡ください。

□ご案内の送付時期（70～74歳の方）

誕生月 送付時期
 ４～９月 ６月下旬
10～３月 ７月下旬

※75歳以上の方は一般健康診査に
同封の「脳の健康チェックをしま
しょう　もの忘れ予防検診」をご確
認ください。　※詳細は市kへ▲

高齢者支援課n
　p042－420－2811


